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論文題目 
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市民の支払意思と政策の公正に関する研究) 

（論文内容の要旨） 
 

本論文は、世界有数の１人当たり温室効果ガス排出量を示しつつ炭素税がいまだ導入

されていないイランについて、炭素税の社会的側面に着目する基本的視座から、市民の

支払意思を規定する社会心理的要因を解明するとともに、環境正義等に関する大規模な

文献調査を通じて炭素税の制度設計上の教訓を導出するものであり、全５章からなる。 

 第１章は序論であり、世界各国での炭素税の導入状況を概観した上で、先行研究レビ

ューを実施している。その結果、①先進国に関する研究蓄積とは対照的に、途上国の研

究が乏しく、②多くの研究は政策の効果・効率性に焦点をあわせ、市民の支払意思や税

制の公正などの社会的側面を等閑視しているという限界が見出された。これらの限界を

踏まえ、途上国のなかで１人当たり炭素排出量が突出するイランを取り上げた上で、仮

想的炭素税への市民の支払意思に影響を与える社会心理的要因を分析するとともに、環

境正義等を扱う論文に関する大規模調査を通じて政策決定者にとっての教訓を導出する

という本論文の研究目的を設定している。 

 第２章は、ＣＯ２の1人当たり排出量が世界６位を占め、メタンのそれは３位であるイ

ランについて、気候政策の現状を概観し、今後の課題を抽出する。メキシコ・南アフリ

カ等の他の中所得国とも比較しつつ、イランによるパリ協定の未批准や、不十分な国別

削減目標、具体的政策の未発達などの問題点を同定し、課題を指摘している。 

 第３章は、仮想的炭素税への市民の支払意思を規定している社会心理的要因を解明す

るために実施されたイラン市民へのオンライン意識調査の結果を報告し、その含意を考

察する。理論枠組みとしては、計画行動理論と、それに現実的気候変動知識を新たに組

み込んだ理論が採用されている。炭素１トン当たり税額が１０米ドルで、逆進性の是正

のために税収を低所得層に向けるという仮想的炭素税に関して、支払意思調査を実施

し、そのデータを確証的因子分析および構造方程式モデリングによって解析している。

その結果、従来の計画行動理論に照らすならば、行動統制認知が支払意思の規定要因と

して統計的に有意に作用する一方、主観的規範は有意でないとの知見が得られた。ま

た、知識は、弱い間接的影響を与えるにとどまった。さらに、税収を低所得層向けより

も環境保全のために使用することを選好する傾向や、透明性の高い炭素税の実施を期待

できないとする政府不信なども観察された。 

 第４章は、炭素税の公正さを検討するという目的の下、環境的正義等を扱った学術論

文について、体系的レビューの一部の要素を組み込んだ大規模レビューを実施する。環

境的正義を分配・手続・認知に三分する標準的枠組を採用した上で、事例研究と理論研

究をともに分析対象に含めている。分析の結果、多くの研究が分配的側面に着目する一

方で、手続的側面・認知的側面を等閑視する傾向や、先進国と比較して、途上国に関す

る研究が少数にとどまる傾向が見出された。これらの結果に基づき、政策決定者にとっ

ての留意点をまとめたチェック・リストを提案した上で、イラン社会の現実に定位しつ

つ、公正な炭素税を設計する上で留意するべき諸点を考察している。 

 第５章は結論であり、各章の主要な結論を要約した上で、今後の研究課題を述べてい

る。 

 



 
（ 続紙 ２ ） 

（論文審査の結果の要旨） 

気候変動が加速度的に昂進する今日、カーボン・プライシングの導入・発展は世

界的に急務となっている。その主要な政策手段である炭素税は、北側諸国で普及し

つつあり、南側諸国にも採用例が散見される。特に１人当たり温室効果ガス排出量

が多い先進国や産油国では、炭素税の導入・発展が一層強く要請されるところ、１

人当たりＣＯ２排出量が世界第６位であるイランでは、炭素税が未導入である。そ

れゆえ、同国で炭素税が導入された場合の市民の支払意思や、当該税に備わる逆進

性への対応法に関する社会科学的研究が、学術的にも実践的にも望まれてきた。こ

うした状況の下、市民へのオンライン調査により支払意思の構造を解明するととも

に、大規模な文献調査を通じてイランへの炭素税導入への教訓を導出したのが、本

論文である。本論文がもつ意義は、以下の３点に要約できる。 

 第一に、本論文は、世界有数の大量排出国でありつつ、炭素税研究が乏しいイラ

ンを事例として、仮想的炭素税への支払意思の社会心理的要因を統計的に解明して

いる。また、人間行動の分析において標準的に使用される計画行動理論にとどまら

ず、知識要素を組み込んだ理論も併用する。さらに、炭素税の逆進性に対する中所

得層の市民の無関心や、汚職を理由とする政府不信など、注目に値する知見も得ら

れた。これらの成果は、イランと同様に炭素税研究が乏しい他の産油国、さらには

他の中所得国についても重要な示唆を与えうる。この意味において、本論文には小

さからぬ学術的意義が見出される。 

 第二に、炭素税を含めていかなる環境政策を構想する際にも、政策の効果や効率

性と並んで正義が重要となる。脆弱層への制度的な尊重・配慮を欠いた環境政策

は、人種的・民族的少数派、先住民、女性、低所得者等に対して不利な結果をとき

に生み出す。こうした結果を防止または是正する上で、分配上の帰結、決定手続、

社会的認知という三つの側面において正義理念が決定的な重要性をもつ。しかる

に、分配を主要な関心対象とする学問伝統の下、環境正義研究においては、分配的

正義が重視され、決定手続への脆弱層の参加という手続的正義や、脆弱層への公式

的な認知・尊重・配慮という認知的正義が十分に探究されない傾向がある。本論文

は厳密なコード化による大規模な文献レビューを通じて、こうした研究状況の限界

を浮き彫りにした。その上で、それがイランでの炭素税導入という具体的文脈にお

いていかなる含意をもつかを考察している。ここで得られた知見やその含意は、イ

ラン社会を超えて、少数派の等閑視、先住民族への圧迫、性別格差等が見られる他

の多くの国々について、既存の環境政策を評価し、あるいは新政策を構想する際に

も示唆を与えるものである。この点に、地球環境学上の意義が認められる。 

 第三に、本研究で実施されたオンライン調査の結果は、サンプルの代表性に限界

があるものの、大量排出国イランの政府が将来に炭素税導入を目指す場合に、重要

な示唆を与える。この示唆は、同国政府のみならず、類似した状況にある他の未導

入国の政府にとっても有用だと考えられる。ここに、本論文の実践的意義が見出さ

れる。 

よって本論文は博士（地球環境学）の学位論文として価値あるものと認める。ま

た、２０２３年１１月３０日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行っ

た結果、合格と認めた。 

要旨公開可能日：     年   月   日以降 


